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女
性
部
会
（
小
野
春

恵
部
会
長
）
で
は
第
14

回
税
に
関
す
る
絵
は
が

き
コ
ン
ク
ー
ル
の
一
次

選
考
会
（
会
津
若
松
法

人
会
管
内
）
を
２
月
３

日
に
ア
ピ
ス
ペ
ー
ス
に

お
い
て
開
き
ま
し
た
。

同
コ
ン
ク
ー
ル
は
県

法
人
会
連
合
会
女
性
部

会
連
絡
協
議
会
、
全
国

法
人
会
総
連
合
の
主
催
、

国
税
庁
な
ど
の
後
援
。

小
学
６
年
生
を
対
象

と
し
て
実
施
し
32
校
か

ら
過
去
二
番
目
に
多
い

１
，
１
８
８
通
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。

会
津
大
学
短
期
大
学

部
デ
ザ
イ
ン
情
報
コ
ー

ス
の
北
本
雅
久
講
師
が

選
考
委
員
長
を
務
め
、

会
津
若
松
税
務
署
の
佐

藤
修
署
長
、
佐
々
木
治

法
人
課
税
第
一
部
門
統

括
官
を
は
じ
め
、
畑
英

治
青
年
部
会
副
代
表
世

話
人
、
齋
藤
共
子
女
性

部
会
副
部
会
長
ら
が
審

査
し
、
税
務
署
長
賞
な

ど
の
入
賞
10
作
品
と
佳

作
30
作
品
を
選
出
し
ま

し
た
。

ま
た
３
月
７
日
に
は

佐
藤
署
長
が
河
東
学
園

を
訪
れ
、
税
務
署
長
賞

を
受
賞
し
た
土
橋
桜
子

さ
ん
へ
賞
状
を
手
渡
し
、

お
祝
い
の
言
葉
を
贈
り

ま
し
た
。(

受
賞
作
品

は
４
～
５
ペ
ー
ジ)

な
お
、
力
作
の
数
々

は
ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス

「
確
定
申
告
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
に
展
示
し

多
く
の
方
に
ご
覧
い
た

だ
き
ま
し
た
。

署長賞を受賞した土橋さん（前列右から二人目）と佐藤署長（後列右から二人目）

選考会の様子

ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス

（
2
／

16
～
3
／

15
）

第１４回



― ２ ― 

 

        

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ

れ
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員
に
、
あ

な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

【
受
験
資
格
】 

 

① 

令
和
４
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
校 

卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及 

び
令
和
５
年
３
月
ま
で
に
高
校
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者 

 

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者 

【
受
験
申
込
受
付
期
間
】 

 

令
和
４
年 

６
月
20
日
（
月
）
～
６
月
29
日
（
水
） 

【
受
験
申
込
方
法
】 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
と
す
る
。 

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ 

(https://www.jinji.go.jp/saiyo 
/saiyo.html

） 

【
第
１
次
試
験
日
】 

令
和
４
年
９
月
４
日
（
日
） 

【
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
先
】 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課  

試
験
研
修
係 

 
 

℡ 

０
２
２
‐
２
６
３
‐
１
１
１
１

内
線
３
２
３
６ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

 
 

 

℡ 

０
２
２
‐
２
２
１
‐
２
０
２
２ 

   

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
と
は
「振
替
納
税
」

「電
子
納
税
」「ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
」「ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
」と
い
っ
た
納
付
手
段
で

す
。 こ

れ
ら
の
納
付
方
法
は
、
金
融
機
関
や

税
務
署
の
窓
口
へ出
向
く
必
要
が
な
く
、
事

業
所
等
か
ら
納
税
手
続
が
で
き
ま
す
。 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
中
で
も
、
特
に
ダ

イ
レ
ク
ト
納
付
は
、
事
前
に
登
録
し
た
金
融

機
関
の
口
座
か
ら
、
納
付
日
や
引
き
落
と

し
口
座
の
柔
軟
な
選
択
が
可
能
で
あ
り
、

利
便
性
の
高
い
納
付
方
法
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 
  

納
税
証
明
書
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
つ
い

て
は
、
電
子
署
名
を
付
与
し
て
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
か

ら
交
付
請
求
書
を
送
信
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
等
で
交
付
手
数
料
を
支
払

う
場
合
は
、
デ
ー
タ
に
よ
る
受
領
が
可
能

で
す
。 

こ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
受
領
に
つ
い
て
は
、

昨
年
７
月
か
ら
機
能
が
拡
大
さ
れ
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
納
税
証
明
書
を
受
領
し
、

自
宅
又
は
事
業
所
の
プ
リ
ン
タ
ー
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
か
ら
印

刷
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
利
便
性
が

向
上
し
て
い
ま
す
。 

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
は
、
①
税
務
署
窓
口
に

お
け
る
待
ち
時
間
が
短
縮
（デ
ー
タ
に
よ

る
受
領
の
場
合
は
来
署
不
要
）さ
れ
る
ほ
か
、

②
交
付
手
数
料
も
書
面
請
求
に
比
べ
て
安

価
で
あ
り
、
③
税
務
署
窓
口
の
混
雑
回
避

に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
防
止
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 
 
                         

２
０
２
２
年
度
国
家
公
務
員 

「

税

務

職

員

採

用

試

験

」 

（
高
校
卒
業
程
度
）
の
お
知
ら
せ 

納
付
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を 

納
税
証
明
書
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を 

第１０回「院内御廟」清掃活動 

◇日時 令和４年４月２３日（土） 

第１班 7：30～8：30 

第２班 7：45～8：45 

◇場所 御廟入口階段前集合 

※枯れ枝、落ち葉などの片づけ、ごみ拾いを行います。動きやすい服装で 

お越し下さい。また、竹ぼうき・くまで・軍手などがあれば持参ください。 

（数が限られますが当会でも準備致しますので、お気軽にご参加下さい） 

※小雨決行、雨天の場合は４月２４日（日）へ順延します。 

（延期や中止の決定は４月２２日（金）午後３時までに行います） 

会津藩祖・保科正之公墓所 第８回清掃活動 

  ◇日時 令和４年４月下旬 

  ◇場所 猪苗代町・土津神社 

   ※ご参加の方には、後日に詳細をご案内申し上げます。 

詳しくは同封の案内チラシをご覧の上、お申し込みください【問合せ先】☎ 0242-22-5821 

 

会津若松市東山温泉観光協会の 
駐車場（観光用スペース） 

密を避けるため、スター

ト時間をずらして２班に

分かれて作業します 

御廟周辺にツキノワグマが 
出没したため中止しました 



―   ― 

 

                              

                              

                              

                             

３ 

Ｑ；事業を始めたら必ず消費税を納めなければなりませんか。 

◇原則として、消費税の課税対象となる収入金額 (課税売上高) が1,000万円を超えた場合には、その翌々年
に消費税を納める義務を負います。 

 

 

 

 

事業者は、その年の前々年 (基準期間) の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務

を負います。前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合には、その年の消費税を納める義務はありません。 
 ただし、その年の前年１月１日から６月３０日までの期間 (特定期間) の課税売上高 (課税売上高に代えて
給与の支払額) が1,000万円を超える場合は、消費税を納める義務を負います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法人の場合には、前々年は前々事業年度、前年は前事業年度、その年は当事業年度と読み替えます。 
決算期は１２月とします。 

日本税理士会連合会ホームページ「やさしい税金教室（令和３年度版）」より抜粋 

～困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう～ 

東北税理士会 会津若松支部長 上杉雅明 （℡ ０２４２－２７－７４４９） 

３月２８日、会津若松市の室井照平市長と福島啓嗣消防団長が当会を訪れ、遠藤久会長へ『会員事業所の従

業員が消防団に入団しやすく、また消防団活動を継続しやすい環境づくり』への協力要請がありました。会員事

業所の皆様には主旨をご理解いただき消防団活動にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

［要請内容］ 

１ 消防団員確保に関する協力 

２ 消防団所属事業所における消防団活動への協力 

３ 消防団協力事業所表示制度等の活用・支援 

○消防団協力事業所表示制度への登録 

○「がんばれ！消防団員サポート事業」への登録 

○「ふくしま消防団サポート企業」への登録 

４ 住宅用火災警報器の設置促進 

～詳しくはお住まいの地域の市町村役場、または消防本部まで～ 

 
左から福島消防団長、室井市長、遠藤会長 



―   ― 

 

                              

                              

                              

                              

５ 

 

【会 津 若 松 税 務 署 長 賞】 

河東学園 土橋 桜子 

 

【会 津 若 松 法 人 会 長 賞】 

長瀬小 佐瀬 夢翔 

 

【入 賞】 

小金井小 横山  恋 

 

【青年部会代表世話人賞】 

【県法連女性部会連絡協議会銅賞】 

【東北六県法人会連合会優秀賞】 

日新小  真籠 心美 

 

【入 賞】 

行仁小 鈴木 啓仁 

４ 

順不同 

敬称略 

 

【入 賞】 

【県法連女性部会連絡協議会銅賞】 

【東北六県法人会連合会優秀賞】 

鶴城小 五十嵐 優李 

 

【入 賞】 

猪苗代小 高橋 一真 

 

【女 性 部 会 長 賞】 

謹教小 土田 柑菜 

 

【入 賞】 

磐梯第二小 長澤 龍士 

 

【入 賞】 

河東学園 山田 れん 



佳 作

河東学園 五十嵐 咲和 小金井小 二瓶 恭太朗 一箕小 奈良 奏空 行仁小 本名 佐知 鶴城小 平田 暖人

河東学園 久下 竜磨 荒舘小 加藤 心花 一箕小 関 陽夏 城西小 長谷川 愛夢 鶴城小 架谷 茉奈

猪苗代小 千葉 杏美 川南小 小川 莉奈 一箕小 五十島 朱莉 城西小 村岡 一斗 鶴城小 佐々木 優花

緑小 村尾 桜 河東学園 大竹七々夏 松長小 菊地 夏帆 謹教小 猪俣 祐翔 鶴城小 吉田 尚輝

翁島小 楠 詠斗 河東学園 齋藤あまね 東山小 中村 茉里 日新小 讃岐 朋華 城北小 小山 菜々美

高田小 大中 眞奈翔 河東学園 渡部 小夏 東山小 井波 茜 一箕小 古川 愛生 城北小 石原 心葉

― ５ ―



―   ― 

 

                              

                              

                              

                              

６ 

法人会の税制改正に関する提言の 

主な実現事項 
  

令和４年度税制改正では、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮し

た経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されるとともに、ス

タートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置が講じら

れました。また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等が見直さ

れました。加えて、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、

激変緩和の観点から所要の措置が講じられました（令和４年度税制改正大綱より）。 

法人会では、昨年９月に「令和４年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・

地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、相続税・贈与税の納税猶

予制度の特例承継計画の提出期限延長、中小企業向け税制措置の適用期限延長等、法人会の提言事項

の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。 

 

 

[法人課税] 

１．少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

法人会提言 改正の概要 

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入

の特例措置については、損金算 入額の

上限（合計３００万円）を撤廃し全額を

損金算入とする。なお、それが直ちに困

難な場合は、令和４年３月末日までとな

っている特例措置の適用期限を延長す

る。 

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額

の損金算入の特例について、対象資産から貸

付け（主要な事業として行われるものを除く）

の用に供した資産を除外した上で、その適用

期限が２年延長されました。 

 

２．交際費課税 

法人会提言 改正の概要 

・交際費課税の特例措置については、適用

期限が令和４年３月末日までとなって

いることから、その延長を求める。 

 

・中小法人の交際費課税の特例措置（定額控除限

度額８００万円まで損金算入可）の適用期限

が２年延長されました。 

また、交際費等のうち接待飲食費の５０％まで

を損金算入できる特例措置（資本金の額等が

１００億円以下の大法人も適用可）について

も、適用期限が２年延長されました（中小法人

の交際費課税の特例措置との選択適用）。 

 



―   ― 

 

                              

                              

                              

                              

[事業承継税制] 

１．相続税、贈与税の納税猶予制度 

法人会提言 改正の概要 

・新型コロナの影響により事業承継の時期

を延期せざるを得ないケースもあるこ

とから、特例承継計画の提出期限（令和

５年３月末日）および特例措置の適用期

限（令和９年１２月末日）を延長すべき

である。 

・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予

制度について、特例承継計画の提出期限が１

年延長（令和６年３月末日まで）されました。 

  [地方税] 

１．固定資産税の抜本的見直し 

法人会提言 改正の概要 

・令和３年の全国の公示価格は、コロナの

影響等により６年ぶりに下落した。こう

した事態を受けて令和３年度税制改正

においては、固定資産税の税額が増加す

る土地について前年度の課税標準額に

据え置く措置が講じられた。令和４年度

においてもコロナ禍の影響はまだ残る

とみられており、令和３年度改正と同様

の措置が必要である。さらに、都市計画

税と合せて評価方法および課税方式を

抜本的に見直すべきである。 

・土地に係る固定資産税の負担調整措置につい

て、令和４年度に限り、商業地等（負担水準が

６０％未満の土地に限る）に係る課税標準額

の上昇幅を、評価額の 

２．５％（改正前：５％）とする措置が講じられ

ます（都市計画税についても同様）。 

[その他] 

１．地方のあり方 

法人会提言 改正の概要 

・地方創生では、さらなる税制上の施策に

よる本社機能移転の促進、地元の特性に

根差した技術の活用、地元大学との連携

などによる技術集積づくりや人材育成

等、実効性のある改革を大胆に行う必要

がある。 

・地方拠点強化税制の適用期限が２年延長され

るとともに、感染症の影響によるビジネス環

境や企業動向の変化等を踏まえた適用要件の

緩和等が行われました。 

 

７ 

http://www.aizu-ho.or.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「鎌倉殿の13人」主人公 
北条義時に学ぶナンバー２学 

ハラスメント講座 
新しい働き方を考える 

～こんな支援策があるの？～ 

社会保険労務士・2級ファイナンシャル・ 
プランニング技能士 増田 豊 

戦国マーケティング株式会社 代表取締役 
コンサルタント 福永 雅文 

株式会社ワンズウィル 代表取締役 
尾花 彰 

～ 会員専用のＩＤとパスワードは事務局へお尋ねください ～ 



―   ― 

 

                              

                              

                              

                             

８ 

  

3/18新設法人説明会（アピオスペース） 

 

3/24理事会（会津若松ワシントンホテル） 

 

  

  

  
1/27女性部会 春のお花寄せ植え教室 

（法人会会議室） 

  
2/21新春特別講演会（ルネッサンス中の島） 

演題：トヨタ未来都市構想静岡県裾野市ウーブンシティとは 

（写真 ㊧挨拶する遠藤会長、㊨講師の西村秀幸氏） 

 

3/2第2回正副委員長会議（法人会会議室） 

  

3/9第2回総務委員会（法人会会議室） 


